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平常時は、町のさまざまな情報
や「ごみの分別方法」等の検索
ツールとして、災害時は避難情
報の受信ツールとして活用でき
ます。ぜひ、ご登録ください。
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資源物拠点回収事業で家庭ごみを減らそう
　町の資源物拠点回収事業を知っていますか。毎月第１・第３
日曜日に宮若市のくらじクリーンセンターで行っています。回
収できる資源物や持ち込み方法は２ページに掲載していますの
で、ルールを守って家庭ごみを減らしましょう。



　鞍手町青少年育成町民会議環境委員会では、不法投棄防止啓発活動　鞍手町青少年育成町民会議環境委員会では、不法投棄防止啓発活動
の一環として、町内の小学生に不法投棄防止を呼びかけるポスターをの一環として、町内の小学生に不法投棄防止を呼びかけるポスターを
描いてもらいました。各小学校ごとに代表作品１点を選んでもらい屋描いてもらいました。各小学校ごとに代表作品１点を選んでもらい屋
外設置用の看板を製作しました。外設置用の看板を製作しました。
　鞍手町衛生連合会等の協力を得て完成した看板は、各小学校区内の　鞍手町衛生連合会等の協力を得て完成した看板は、各小学校区内の
人目につきやすい場所に設置されています。人目につきやすい場所に設置されています。
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剣南小学校５年剣南小学校５年
岩橋　叶岩橋　叶

剣北小学校剣北小学校
５年　安棲心音　丹生愛理　金田千潤５年　安棲心音　丹生愛理　金田千潤
６年　猪口翔太　　　　　　　　　　６年　猪口翔太　　　　　　　　　　

新延小学校美化委員会新延小学校美化委員会
５年　兼實玲奈　松木陽輝　合原琉架５年　兼實玲奈　松木陽輝　合原琉架
６年　今井皇牙　清川　遼　　　　　６年　今井皇牙　清川　遼　　　　　

古月小学校６年古月小学校６年
池田来夢　中野桃伽池田来夢　中野桃伽
能美　咲　大和楓夏能美　咲　大和楓夏

室木小学校５年室木小学校５年
石田陽央莉　伊藤麻純　浦田悠斗石田陽央莉　伊藤麻純　浦田悠斗
中嶋萌中嶋萌 々々愛　福本琉南　　　　　愛　福本琉南　　　　　

西川小学校西川小学校
６年生一同６年生一同
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資源物拠点資源物拠点
回収事業回収事業
■持ち込むことができるもの（持ち込む場合の注意点等）

町ではごみを減らすために毎月第１、第３日曜日に資源物拠点回収事業を行ってい町ではごみを減らすために毎月第１、第３日曜日に資源物拠点回収事業を行ってい
ます。資源物拠点には、持ち込み方法のルールがあります。持ち込み方法をよく守っます。資源物拠点には、持ち込み方法のルールがあります。持ち込み方法をよく守っ
て、家庭ごみを減らしましょう。ご理解とご協力をお願いします。て、家庭ごみを減らしましょう。ご理解とご協力をお願いします。

●問い合わせ　役場農政環境課生活環境係☎４２局２１１１番まで

■持ち込み方法
●車などに積んで直接持ち込み可能
●持ち込みは無料
●固形燃料用ごみ、粗大ごみの持ち込みは不可
●カビや汚れがひどいものは引き取りできません　

新 聞 雑 誌 その他の紙

ダンボール

牛乳パック

衣類 缶 びん

ペットボトル

ペットボトルキャップ

ビニール袋

食品用トレイ類

発泡スチロール

小型家電

蛍光管等

週刊誌
書籍
コミック雑誌等

紙袋
折込チラシ等

よく水洗いを
してください

現在、持ち込みで
きません

缶詰め
アルミ缶
スチール缶等

茶びん
透明びん
その他びん

よく水洗いをして
ください

よく水洗いをして
ください

スーパーの
レジ袋等

よく水洗いをして
ください

デジタルカメラ
ビデオカメラ等

蛍光管
水銀体温計

火災防止のため回収
するもの
使い捨て
ライター等

※資源物拠点回収事業についての詳細につ
いては、各世帯に配布している「家庭ご
みの正しい出し方」の３ページ、４ペー
ジをご確認ください

■とき・ところ
●とき　毎月第１、第３日曜日午前９時から正午まで
●ところ　くらじクリーンセンターストックヤード（宮若市本城
１５９３番地３８）

よく水洗いをして
ください
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鉄道駅

居住誘導区域
居住を誘導する区域

鞍手町立地適正化計画区域（町全域）

支援制度を拡充し、生活利便性の高い居
住誘導区域へ居住を誘導していきます。
また、行政や医療、商業などの生活サー
ビス施設を都市機能誘導区域内に集積し
て、回遊性の高い便利なまちを構築しま
す。

教育・文化
金融

医療
行政

商業

子育て

介護福祉

居住
居住

居住

民間路線バスの機能維持を図りながら、
コミュニティバスや予約型乗合タクシー
などの公共交通を確保・維持し、周辺地
域に居住する人を含め、すべての住民が
車に頼らない暮らしを可能にする交通
ネットワークを構築します。

コンパクトシティ

ネットワーク
＋[プラス]

・民間路線バス

・コミュニティバス

・予約型乗合タクシー

都市機能誘導区域
都市機能を集約する区域

居住

居住

居住や商業、医療、行政などの都市施設を集約
したコンパクトな都市の形成。すべての住民が
車に頼らない暮らしを実現するための公共交通
ネットワークの構築。鞍手町では、この2つを
目指した新しいまちづくりを進めるための計画
「鞍手町立地適正化計画」を令和４年３月３１
日に策定、公表します。

鞍
手
町
立
地
適
正
化
計
画
が
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この町の 未来へと続く 羅針盤

立地適正化計画
Kurate  Town  Compact  City  Plan

鞍
手
町
立
地
適
正
化
計
画
は
、
令
和
４
年
３
月
31
日
に
策
定
・
公
表
し
ま
す

届出の対象となる行為 (例 )

○居住誘導区域以外で行う開発行為など

①３戸以上の住宅を建築する目的の
開発行為

・３戸以上の住宅の
開発行為

・３戸以上の集合
住宅の開発行為

②１戸または２戸の住宅を建築する目的の開発行為で
　その規模が１，０００㎡以上

・１戸の規模が
　１，２００㎡の開発行為

○都市機能誘導区域以外で行う建築などの行為
誘導施設を新築・改築したり、用途を
変更したりする場合

○都市機能誘導区域内で行う建築などの行為
計画に位置付けられた誘導施設を
休止または廃止する場合

届出が
必要

×廃止 ！休止

届出が
必要

届出が
必要

届出が
必要

立地適正化計画では、居住を誘導する居住誘導区域とその範囲
の中で行政や商業、医療などの都市施設を集約する都市機能誘導
区域を定めています（下の図）。
また、都市機能誘導区域内に維持や誘導したい都市施設を誘導

施設として設定しています。また、持続的な公共交通の構築に一
体的に取り組むこととしています。
今後は、これらの区域に居住や都市施設を長い年月をかけて緩

やかに誘導、集約していきます。

居住や医療、商業、行政などの都市施設を
誘導・集約する区域を形成します

設定された居住誘導区域や都市機能誘導区域以外の地域で、一
定規模以上の住宅開発などを行う場合には、工事着手の３０日前
までに届出が必要になります。

○届出の対象となる行為（右の図）

①居住誘導区域以外で、３戸以上の住宅の開発や建築、１，０００
㎡以上の１戸または２戸の住宅を開発したりする場合など

②都市機能誘導区域以外で、誘導施設を新築・改築したり、用
途を変更したりする場合。都市機能誘導区域内で、誘導施
設を休廃止する場合など

※詳しくは、役場地域振興課（０９４９－４２－２１１１）まで

誘導区域以外で行う建築や開発行為などは
３０日前までに届出が必要です

202203広報案（立石修正）.indd   2 04/02/16   9:44:27
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①人件費の状況（令和２年度普通会計決算）

住民基本台帳人口
（令和３年１月１日現在）

歳出額
（Ａ） 実質収支 人件費

（Ｂ）
人件費率
（B/A）

15,562 人 120 億7,663 万２千円 7,241 万7千円 12 億7,425 万円 10.6％

人件費には、特別職に支給される給与や報酬などが含まれています。

②職員給与費の状況（令和２年度普通会計決算）

職員数
（Ａ）

給　　　与　　　費 １人当たりの
給与費

（B/A）給料 職員手当 期末・勤勉手当 計（Ｂ）

112 人 ４億4,015 万３千円 6,867 万９千円 １億7,549 万２千円 ６億8,432 万４千円 611 万円

１）職員手当には、退職手当は含まれていません。
２）職員数は、令和２年４月１日現在の普通会計の人数です。

③職員の平均給料月額と平均年齢の状況（令和３年４月１日現在）

区　分
一般行政職 技能労務職

平均給料月額 平均給与月額 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 平均年齢

鞍手町 30 万5,300 円 36 万7,279 円 43.2 歳 ＊ ＊ ＊

１）一般行政職とは、行政職の職員のうち、税務職と保健師職の職員を除いたものです。
２）平均給料月額とは、令和３年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均です。
３）平均給与月額とは、給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したものです。
※個人情報保護の観点から、対象となる職員が１人の場合は、個人の特定を避けるため、「＊」で表示しています。

④職員の初任給の状況（令和３年４月１日現在）

区　分
一般行政職 技能労務職

大学卒 高校卒 高校卒

鞍手町 17 万1,700 円 15 万600円 14万7,900 円

国 18 万2,200 円 15 万600円

国の大学卒初任給は、大学卒業程度試験適用の場合です。

⑤職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和３年４月１日現在）

区　　分
一般行政職 技能労務職

大学卒 高校卒 高校卒

経験年数10年以上15年未満 25 万700 円 22 万6,400 円
10年以上30 年未満の
高校卒の技能労務職員
は該当者なし

経験年数15年以上20年未満 30 万5,600 円 28 万7,400 円

経験年数20年以上25年未満 34 万800 円 31 万6,800 円

経験年数25年以上30年未満 36 万3,700 円 34 万5,500 円

１）経験年数とは、卒業後直ちに採用された場合は採用後の年数を、採用前に民間などに勤務した経歴がある場合は、
その期間を換算し、採用後の年数に加算した年数をいいます。

２）令和３年地方公務員給与実態調査に基づくものです。

⑥期末・勤勉手当の状況

区　　分
令和２年度支給割合 令和３年度支給割合

６月 12 月 計 ６月 12 月 計

鞍手町
期末手当 1.30 月分 1.25 月分 2.55 月分 1.275 月分 1.275 月分 2.55 月分

勤勉手当 0.95 月分 0.95 月分 1.90月分 0.95 月分 0.95 月分 1.90月分

国
期末手当 1.30 月分 1.25 月分 2.55 月分 1.275 月分 1.275 月分 2.55 月分

勤勉手当 0.95 月分 0.95 月分 1.90月分 0.95 月分 0.95 月分 1.90月分

給
与
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す
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⑧その他の手当の状況（令和３年４月１日現在）

手当の名称 内　容 １人当たり
平均支給年額

地域手当 平成21年度より廃止 0円

特殊勤務手当

危険・困難などに指定し
た業務に従事する職員に
支給。伝染病防疫作業手
当、行旅病人および死亡
人取扱作業手当、し尿処
理場作業手当がある

0円

時間外勤務手当 正規の勤務時間外に勤務し
た職員に支給 36万8,297 円

１人当たり平均支給年額は、令和２年度に支給された金額です。

手当の名称 内　容 国の制度との異同

扶養手当
配偶者6,500円、子1万円
その他の扶養親族は1人に
つき6,500円

同

住居手当

借家・借間などの居住にか
かる費用を負担している職
員に月額2万8,000 円を限
度に支給

同

通勤手当

最も経済的かつ合理的と認
められる通常の通勤経路・
方法により算出した額（例：
2キロ以上5キロ未満の自
家用車使用月額2,000円）

同

⑨特別職の報酬などの状況（令和３年４月１日現在）

区　分
給　　　料 報　　　酬

町　長 副町長 教育長 議　長 副議長 議　員

報酬などの月額 69万8,000円 61万円 55 万 8,000 円 30万8,000円 25万8,000円 24万3,000円

期末手当 （令和２年度支給割合）　６月期…1.30 月分、12月期…1.25 月分、計…2.55 月分
（令和３年度支給割合）　６月期…1.275 月分、12月期…1.275 月分、計…2.55 月分

平成23年４月に特別職の報酬の改定を行いました。

⑩部門別職員数の増減状況（令和３年４月１日現在）

部　門

区　分

一般行政（福祉関係を除く） 福祉関係
一般行政計

議会 総務 税務 労働 農水 商工 土木 小計 民生 衛生 小計

職
員
数
（
人
）

令和２年 3 32 9 0 5 2 13 64 26 9 35 99

令和３年 3 32 9 0 5 2 13 64 27 10 37 101

対前年増減数 1 1 2 2

部　門

区　分

特別行政 公営企業など
総合計

教育 小計 水道 下水道 その他 小計

⑦退職手当の状況（令和３年４月１日現在）

区　　分 勤続20年 勤続 25 年 勤続35年 最高限度 １人当たり平均支給額

鞍手町
自己都合 19.6695月分 28.0395月分 39.7575月分 47.709月分 1,270 万９千円

勧奨・定年 24.586875月分 33.27075月分 47.709月分 47.709月分 2,118 万４千円

国
自己都合 19.6695月分 28.0395月分 39.7575月分 47.709月分

勧奨・定年 24.586875月分 33.27075月分 47.709月分 47.709月分

１人当たり平均支給額は、令和２年度に退職した職員に支給された金額です。

職
員
数
（
人
）

令和２年 13 13 7 4 15 26 138

令和３年 13 13 7 4 14 25 139

対前年増減数 △1 △1 1
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公表します。公表します。
鞍手町職員の鞍手町職員の

⑪一般行政職の級別職員数状況（令和３年４月１日現在）

区　分 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級
計

標準的な職務内容 主事 主任主事 主査 次長・係長
主幹 課長補佐 課長 課長

職員数 13人 8人 25 人 35 人 2人 8人 0人 91 人

構成比 14.3％ 8.8％ 27.5％ 38.4％ 2.2％ 8.8％ 0.0％ 100％

鞍手町の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。

⑬職員の福利厚生制度の状況
●職員の健康管理

労働安全衛生法に基づき、職員の健康管理状況を把握し、
健康障害や疾病の早期発見のため、全職員を対象として
定期健康診断を行っています。
定期健康診断の実施状況（令和２年度決算）

受診者数 138 人

町費負担額 94 万5,520 円

●職員の福利厚生
地方公共団体は、地方公務員法第 42 条の規定に基づき、職員の健康維持や元気回復などの福利厚生計画を立て、
実施しています。鞍手町では、社会保険制度として加入している福岡県市町村職員共済組合が、地方公務員等
共済組合法に基づき、職員と市町村が分担して拠出した財源を使って主に次のような事業を行っています。
福岡県市町村職員共済組合の福利厚生事業

主な事業 内　　容

短期給付事業 病院にかかったときの医療費などの保健給付、休業給付

長期給付事業 年金などの給付

福祉事業 健康の維持・増進に関する保健事業

なお、これ以外にも、職員が納めた会費で運営されている鞍手町職員互助会が、各種厚生事業を行っています。

⑫職員の研修状況
職員の研修は、職員の公務能率の発揮と増進を目的に実施します。町では、「人材育成基本方針」に基づいて研
修を実施し、職員の能力開発に努めています。令和２年度に実施された主な研修は、次のとおりです。

職場内研修 課題研修　　　※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、一部の研修を中止しました。

職場外研修 外部派遣研修（新規採用職員研修、一般職員研修、新任係長研修、新任課長研修、法制執務研修、事務
ミス防止研修、各種専門研修など）

疑問
ちょっ

と

給与に関する
２つの疑問に
お答えします。

Ａ給料とは、鞍手町の給与条例に規定
している給料表に基づき支払われる

ものです。
　給与とは、給料と諸手当を含めて支払わ
れるものです。
　また、報酬は議会議員や非常勤の特別職
などに支払われるものをいいます。

給料と給与、報酬は
どう違うの？Ｑ

Ａ地方公務員の給与水準を表す物差し
です。

　国家公務員の行政職の給料を 100 とし
た場合の値を算出することで、その地方自
治体の給与の水準を図ることができます。
　この指数は、自治体によって違いがあり、
鞍手町の場合、一般行政職の職員のラスパ
イレス指数は 94.3（令和３年４月１日現
在）となっています。

ラスパイレス指数って
何のこと？Ｑ

？！

給与



　町では、鞍手インターチェンジに近く中山地区と直方市植木地区に
またがる地域に工業団地（通称 直方・鞍手新産業団地）を造成し、Ｄ
Ｃ（データセンター）の誘致を目指しています。
　ＤＣは、インターネット用のサーバーやネットワーク機器を設置するた
めに作られる建物です。国は、ＤＣを経済安全保障の上で重要なインフラ
の一つに位置付け、国家事業として国内に拠点を整備する予定です。
　この直方・鞍手新産業団地の予定地は、大きなデータ需要が見込める福
岡市と北九州市の中間に位置し、自然災害も少ないことから、ＤＣの新規
拠点として有力な地域と考えられています。この機会を逃さないために、
直方市とともに福岡県、福岡県議会に工業団地造成の要望を行いました。
また福岡県もこの要望を受け、令和４年１月から事業に着手しています。
　今後も、福岡県、直方市と連携し、工業団地の造成やＤＣの誘致を
進めていきます。

３月生まれ

　広報「すくすく日記」のコーナーで
は、発行月に誕生日を迎える満３
歳までのちびっ子を募集してい
ます。４月生まれは、３月10 日

（木）までに申し込んでください。
申し込みや問い合わせは、役場政
策推進課政策係☎４２局２１１１
番（jouhou@town.kurate.lg.jp）
まで。
PC・スマホからの申し込みは下
記ページへ
https://www.town.kurate.lg.jp/
syoukai/kouhou/
sukusukunikki.html

▼
お待ちしています

すくすく日記

まちの話題 My Town Topics

　新型コロナウイルス感染症拡大防止対策
が徹底され、１月16 日（日）、中央公民館
体育館で「GoTo 鞍手」が開催されました。
会場のステージでは、ダンスパフォーマンス
や鞍手中学校和太鼓部による演奏などが行
われ、会場を盛り上げました。
　祭りの最後には、夜空に次々と花火が打
ち上げられ、会場の盛り上がりも最高潮と
なりました。
　新型コロナ
ウイルスが収
束して、以前
のように、皆
で盛り上がれ
る日が来るこ
とを待ち望ん
でいます。

感染対策を徹底して
▶商工会青年部プレゼンツ「GoTo 鞍手」

　令和４年１月１日より、加留部君子さんが町の人権擁護委
員に再任されました（６期目。任期３年）。
　人権擁護委員は、地域住民で人権問題に対する見識が高く、
広く社会の実情に通じ、人権擁護について理解のある人を町長が推薦し、法務
大臣から委嘱されます。町では、加留部さんを含む７人の人権擁護委員の皆さ
んが、日々、人権相談や人権啓発などを行っています。

町の人権擁護委員さん
▶人権擁護委員を加留部さんに委嘱

データセンター誘致を目指して
▶直方・鞍手新産業団地造成に着手

▲ 写真向って左から、花田県議会議員、星町議会議長、岡崎
町長、服部県知事、大塚直方市長、中西直方市議会議長、
香原県議会議員

毛
も う り

利紗
さ き ほ

紀穂ちゃん
平成31年３月23日生まれ
したいこと、やりたいことが増
え、お姉ちゃんたちの真似っこを
しながら、絵や文字や料理にとた
くさんのことに興味津々。これか
らも新しいことに、いっぱいチャ
レンジしようね。（父　惇誓さん、
母　茉紀さん・弥生）

福
ふ く と み

冨朔
さ く ま

大くん
令和３年３月11日生まれ
1 歳のお誕生日おめでとう。笑
顔の可愛い朔ちゃんにみんな
元気をもらってるよ。パパとマ
マのところに生まれてきてく
れてありがとう。これからもす
くすく元気に育ってね。（父　幸
貴さん、母　祐季さん・中山）

遊びを通して郷土愛を育む
▶嶋立輝行さんが第 35 回筑豊賞を受賞
　筑豊賞は、読売新聞西部本社の提唱で活動する「あすの
筑豊を考える 30 人委員会」から、地域づくりに貢献した
個人・団体に贈られます。今年は、室木地区で活動する嶋
立輝行さんが第 35 回筑豊賞を受賞しました。
　嶋立さんは、室木小学校の児童を対象にイカダ遊びやパ
ン作りを企画するなど、体験と学びの場を提供し、地域活
性化に貢献されています。受賞、おめでとうございます。

77−−３. 2022３. 2022



2022. ３−８

楽しかったこと、悲しかったこと、思い出、地域のできごと、イラストや
マンガ、エッセイ、サークルのお誘い、趣味や宝物、広報へのご意見・ご
感想などどしどしお寄せください。あなたの住所、名前、年齢、電話番号
も忘れずに。投稿された人には、記念品を差し上げます。 ひろば読者の

皆さんの
ページ
です。

鞍
手
町
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
で

は
、
い
つ
ま
で
も
自
分
ら
し
い
生
活
が

で
き
る
よ
う
に
、
５
月
か
ら
介
護
予
防

運
動
教
室
を
開
催
予
定
で
す
。
申
し
込

み
は
１
人
に
つ
き
１
教
室
で
す
。

●
対
象
者　

65
歳
以
上
で
鞍
手
町
に
住
民

票
が
あ
る
人
（
※
定
員
を
超
え
た
場
合

は
新
規
の
人
を
優
先
し
、
新
規
以
外
の

人
で
抽
選
を
行
い
ま
す
）

●
教
室
内
容　

下
表
の
と
お
り

●
参
加
料　

１
回
２
０
０
円
。
別
途
ス

ポ
ー
ツ
保
険
料
が
年
間
１
３
０
０
円

●
申
込
方
法　

３
月
25
日（
金
）ま
で
の

平
日
午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で

に
電
話
で
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い（
窓

口
で
の
申
し
込
み
も
可
）

●
申
込
み
・
問
い
合
わ
せ　

地
域
包
括
支

援
セ
ン
タ
ー
☎
４
３
局
３
０
１
９
番
ま
で

介
護
予
防
運
動
教
室
に

参
加
し
て
み
ま
せ
ん
か

●
鞍
手
町
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

教室名 定員 曜日 時間 場所 送迎 送迎料 内容

シニアヨガ教室 40人 火曜日 14:00 ～ 15:30
総合福祉センター
ふれあい棟アリーナ

無

呼吸法で自律神経のバランスを
整えながら体幹を鍛えるヨガ

百まで楽笑クラブ① 40人 水曜日 10:00 ～ 11:30
いすから立姿勢の運動スト
レッチ・筋トレ（強度：中～強）

百まで楽笑クラブ② 20人 水曜日 10:00 ～ 11:30 総合福祉センター
機能訓練室

転ばんクラブ 30人 木曜日 14:00 ～ 15:30 総合福祉センター
ふれあい棟アリーナ

有 200円／日

主にいすに座って行う運動ス
トレッチ・筋トレ（強度：中）

寝こまんクラブ 30人 金曜日 10:00 ～ 11:30 総合福祉センター
多目的ホール

主にいすに座って行うゆっく
りペースの運動（強度：弱）

さげもん

　柳川市の「さ
げもん」に魅
せられて、先
生の指導の下、
還暦の時に作
りました。
　年月は早く、
今 は 77 歳 に
なりました。

石田スガミさん宮川眞知子さん
（くらじ短歌会）

短歌

空 一 面 に
冷 た く 張 り
つ め た 冬 の
青。 私 情 の
ひとつさえ、
挟 め ぬ 威 厳
を感じた。

雲
ひ
と
つ
な
き
冬
の
空
何
ひ
と
つ

よ
こ
し
ま
な
も
の
許
さ
ぬ
よ
う
な

２
度
目
の
九
州
大
会
へ

応
援
を
お
願
い
し
ま
す
!!

●
Ｋ
Ｕ
Ｒ
Ａ
Ｔ
Ｅ
‐
Ｇ
３

洋裁
石松恵美子さん

生地も頂いて、裁
断もしてもらいまし
た。お陰で出来上が
りました。

すてきな作品をお待ちしています

ねんど細工や絵、書、紙細工、
陶芸、俳句、短歌など自慢の
一品は、ありませんか。「広報
ぎゃらりー」では、紙面を彩る
あなたの作品をお待ちしていま
す。作品についての100字以
内の感想もお願いします。役場
政策推進課☎４２局２１１１番
まで、ご連絡ください。

広報
ぎゃらりー

“
通
い
の
場
『
ゆ
と
り
ピ
ア
』”
を
開
設
し
ま
す
!!

●
鞍
手
町
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

剣
南
小
地
区
に
“
通
い
の
場
『
ゆ
と
り
ピ
ア
』”
を
開
設
し
ま
す
。『
通
い
の
場
』
と
は
、

地
域
づ
く
り
事
業
の
一
環
と
し
て
、
介
護
予
防
サ
ポ
ー
ト
リ
ー
ダ
ー
と
一
緒
に
地
域
の

課
題
を
も
と
に
話
し
合
い
を
重
ね
、
地
域
住
民
が
気
軽
に
集
い
活
動
す
る
場
の
こ
と
で

す
。
月
に
１
回
介
護
予
防
の
た
め
の
運
動
や
脳
ト
レ
等
を
行
う
予
定
で
す
。
開
催
に
あ

た
り
写
真
の
ポ
ロ
シ
ャ
ツ
と
名
札
を
着
用
し
た
介
護
予
防
サ

ポ
ー
ト
リ
ー
ダ
ー
が
ご
自
宅
を
訪
問
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

●
対
象
者　

剣
南
小
地
区
に
お
住
ま
い
の
高
齢
者
で
、
自

力
で
開
催
場
所
ま
で
来
る
こ
と
が
で
き
る
人

●
と
こ
ろ　

立
林
公
民
館

※
詳
細
に
つ
い
て
は
、
立
林
公
民
館
周
辺
の
掲
示
板
等
で

お
知
ら
せ
し
ま
す

●
問
い
合
わ
せ　

鞍
手
町
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
☎

４
３
局
３
０
１
９
番
ま
で

介護予防サポートリーダーは、ミ
ントグリーンのポロシャツを着用
しています。

２
月
11
日
、
12
日

に
行
わ
れ
た
福
岡
県
小

学
生
ド
ッ
ジ
ボ
ー
ル
選

手
権
に
お
い
て
３
位
入

賞
を
果
た
し
、
３
月
13

日
に
宮
崎
県
で
行
わ
れ

る
九
州
大
会
に
出
場
し
ま
す
。

６
年
生
に
と
っ
て
最
後
と
な
る
九
州

大
会
で
、
前
回
果
た
せ
な
か
っ
た
優
勝

を
全
員
で
勝
ち
取
り
ま
す
。
皆
さ
ん
、

鞍
手
町
か
ら
応
援
を
お
願
い
し
ま
す
。

●
部
員
募
集
中　

ド
ッ
ジ
ボ
ー
ル
部
員

を
募
集
し
て
い
ま
す
。
一
緒
に
全
国

大
会
を
目
指
し
ま
し
ょ
う
!!

●
問
い
合
わ
せ　

Ｋ
Ｕ
Ｒ
Ａ
Ｔ
Ｅ
‐
Ｇ

３
代
表
・
松
木
貴
紀
☎
（
０
８
０
）

５
２
４
９
局
１
０
１
９
番
ま
で

▼介護予防運動教室一覧
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作
者
は
７
歳
で
小
児
糖
尿
病
と
診
断
さ

れ
、
他
の
子
ど
も
た
ち
と
違
う
と
感
じ

ま
す
。
イ
ン
ス
リ
ン
を
注
射
し
て
い
る

と
子
ど
も
た
ち
は
不
思
議
に
思
い
ま
す
が
、
自

分
、
両
親
、
先
生
に
何
を
し
て
い
る
か
と
聞
く

こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

大
き
く
な
る
に
つ
れ
世
の
中
に
は
い
ろ
ん
な

違
い
を
持
つ
人
が
い
る
こ
と
を
知
り
、
そ
の
違

い
は
私
達
の
力
に
な
る
事
を
伝
え
た
く
て
本
書

を
書
か
れ
ま
し
た
。
絵
本
に
は
子
ど
も
た
ち
の

庭
作
り
を
通
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
違
い
が
描
か
れ

て
い
ま
す
。

　

抱
え
て
い
る
問
題
は
見
た
だ
け
で
は
解
り
ま

せ
ん
。
き
い
て
み
て
く
だ
さ
い
。
違
い
だ
け
で

な
く
同
じ
と
こ
ろ

も
あ
る
の
で
す
。

　

見
て
見
ぬ
ふ
り

を
せ
ず
に
聞
い
て

み
て
と
作
者
は
訴

え
て
い
ま
す
。

国
民ほん

大好き
中央公民館図書室☎42局7200番

中央公民館
図書室からの
お知らせです

INFORMATIONBook

／開館時間は午前９時から午後５時まで。（１階ロビー・返却窓口は午後９時30分まで）３月の休館日は、２日（水）です。
／返却期限が過ぎている本は、至急ご返却ください。

今月新しく入りました。 ※３月の新刊は、１日（火）から貸し出しを始めます。

    一般の本

・子のない夫婦とネコ（著＝群ようこ）
・海神（著＝染井為人）
・人は聞き方が９割 （著＝永松茂久）

    子どもの本

・きつねのぱんとねこのぱん（作＝小沢 正）
・ピンクいろのうさぎ（文＝たかお ゆうこ）
・うちのくるまはバン!!（作＝鎌田 歩）

本
書
は
寂
聴
さ
ん
の
晩
年
に
婦
人
公
論
に

掲
載
さ
れ
た
エ
ッ
セ
イ
、
対
談
、
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
か
ら
追
悼
出
版
さ
れ
ま
し
た
。

　

作
家
、
僧
侶
と
し
て
沢
山
の
名
言
を
残
し
て
い

ま
す
。
年
齢
を
重
ね
て
諸
々
の
変
化
の
中
で
語
ら

れ
た
言
葉
は
私
達
の
心
の
拠
り
所
に
な
り
ま
す
。

　

前
半
は
悔
い
な
く
生
き
き
る
コ
ツ
を
述
べ
て
い

ま
す
。
表
題
に
関
す
る
笑
顔
で
い
る
こ
と
を
仏
教

で
は
和
顔
施
と
言
い
、
相
手
に
笑
顔
を
施
す
の
は

一
つ
の
徳
に
な
る
と
普
段
か
ら
笑
顔
、
ユ
ー
モ
ア

を
理
解
し
て
自
分
を
鍛
え
る
又
最
高
の
健
康
法
は

笑
う
こ
と
と
も
述
べ
て
い
ま
す
。

　

後
半
は
、
梅
原
猛
・
横
尾
忠
則
・
小
保
方
晴
子
・

井
上
荒
野
（
寂
聴
が
愛
し
た
ｊ
氏
の
娘
）
と
の
対
談

に
興
味
が
尽
き
ま

せ
ん
。

　

終
章
は
自
伝
。奔

放
に
生
き
、後
に
得

度
に
至
る
経
緯
が

語
ら
れ
て
い
ま
す
。

笑
っ
て
生
き
き
る

　
著
＝
瀬
戸
内
寂
聴

本
は
知
識
を
深
め
る
だ
け
で
な
く
、

本
は
知
識
を
深
め
る
だ
け
で
な
く
、

人
と
人
と
の
つ
な
が
り
を
広
げ
て
く
れ
ま
す
。

人
と
人
と
の
つ
な
が
り
を
広
げ
て
く
れ
ま
す
。

新
た
な
本
と
の
出
会
い
は
新
た
な
人
と
の
出
会
い
の
始
ま
り
。

新
た
な
本
と
の
出
会
い
は
新
た
な
人
と
の
出
会
い
の
始
ま
り
。

広
が
る
本
だ
な
で
は
、
新
た
な
本
と
の
出
会
い
の
場
と
し
て
、

広
が
る
本
だ
な
で
は
、
新
た
な
本
と
の
出
会
い
の
場
と
し
て
、

毎
月
お
す
す
め
の
本
を
２
冊
紹
介
し
ま
す
。

毎
月
お
す
す
め
の
本
を
２
冊
紹
介
し
ま
す
。

今
月
の
紹
介
者
は
池
野
菊
代
さ
ん
で
す
。

今
月
の
紹
介
者
は
池
野
菊
代
さ
ん
で
す
。

広
が
る

広
が
る
本
だ
な

本
だ
な

ね
え
、
き
い
て
み
て
!!
　

み
ん
な
、
そ
れ
ぞ
れ
ち
が
う
か
ら

　
文
＝
ソ
ニ
ア
・
ソ
ト
マ
イ
ヨ
ー
ル

中でもこの本がオススメです。

隠された幻の家訓、ある一族の謎めいた掟、
読まれるはずのなかった遺言…さまざまな
形で残された“ラスト・メッセージ”。その
思いが届くとき、驚きの結末に心揺さぶら
れる―

11の秘密―ラスト・メッセージ
著＝アミの会（仮） お米を洗って、炊飯器で炊いている間に、

おみそしるのお湯をわかして、具を入れて
火をかけながら、しゃけを焼くよ。しゃ
け、じゅーじゅーじゅー。お味噌汁、ぐつ
ぐつぐつ。おこめ、ごとごとごと。武田美
穂のたべもの絵本。

あ・さ・ご・は・ん!!　作＝武田美穂

  子どものお話の会お休みのお知らせ 新型コロナウイルス感染症の影響により
３月の子どものお話の会はお休みします
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  生涯学習
だより

中央公民館☎42局7200番Learning
町内の小・中学校生を対象に少年期人権啓発活動として、「鞍手

町人権子ども会」活動を行っています。宿題や自学自習をしたり、
人権レクリエーションをしたり、であい学習「みて・きいて・心で
感じる」学習を下記のとおり行っています。参加の方法等、詳細に
ついては、教育課生涯学習係までお問い合わせください。皆さんも
参加してみませんか。

※時間は、いずれも下校時から午後６時まで

鞍手町子ども会連絡協議会では、地域の教育力の
向上および子ども会活動の活性化に向けて、地域と
連携し、青少年の健全育成を推進することを目的と
して活動しています。
子どもたちが積極的に参加できる活動や場作りを

行い、地域間の交流を深め「地域全体で子どもを守り、
育てる」という意識の確立を目指しています。
全児童を対象に、各小学校で配布しておりますの

で、詳細についてはお問い合わせください。
●問い合わせ　鞍手町子ども会連絡協議会（中央公
民館内）☎４２局７２００番まで

寺子屋に来てみませんか
くらて寺子屋は

子どもたちの自由
勉強や宿題等の支
援を行いながら、
学力向上の基礎と
なる学習習慣の定
着を図ることを目
指し、月２回実施しています。和気あいあいとした寺子
屋にできるよう自学自習のほかにも工作や折り紙、本の
読み聞かせなど、子どもたちが様々な形で楽しめるよう
な時間も設けています。
子どもたちが、勉強の楽しさ・喜びなどをくらて寺子

屋事業を通して感じ、この経験が「将来の夢」につなが
る１歩になればと願っています。

●対象児童　小学２年生から６年生まで
●とき　毎月２回。土曜日の午前 10時から 11時 45
分まで。開催する週については、不定期のためお問
い合わせください

●ところ　中央公民館
●問い合わせ　教育課生涯学習係☎４２局７２００番まで

曜日 対象者 ところ
月曜日  鞍手中学生 鞍手中学校
水曜日  室木小、西川小の児童 八尋集会所
金曜日  新延小、古月小、剣北小、剣南小の児童 舟川隣保館

●問い合わせ　教育課生涯学習係
　　　　　　　☎４２局７２００番まで

活動紹介を作成しました!!

人権について学んでみませんか

▲令和元年の野外生活リーダー研
　修で火おこしをする児童

▲令和元年の子どもフェスタくら
　てでお菓子を作っている児童

▲令和元年の子ども会体育大会で
　ふうせんバレーをする児童たち
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神田医師の

調子は
いかが？
くらて病院☎42局1231番

くらて病院スタッフ。
からの健康。

アドバイスです。ADVICE Health
ウ
イ
ル
ス
も
様
々
な
環
境
へ
感
染
拡
大
を
広
げ
、複
数
の
「
株
」
が
生
ま
れ
て
き
ま

す
。
オ
ミ
ク
ロ
ン
株
は
、感
染
力
が
強
く
個
々
の
感
染
対
策
が
重
要
で
す
。
皆
さ
ん

の
日
々
の
生
活
に
今
一
度
、
感
染
対
策
を
意
識
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

神
田　

英
樹
・
か
ん
だ
ひ
で
き
・
平
成
29
年
３
月
産
業
医
科
大
学
医
学
部
医
学
科
卒
業
後
、
平
成
29
年
４
月
よ
り
産
業
医
科
大
学
病
院
入
職
、
令
和
３
年
４
月
よ
り
地

方
独
立
行
政
法
人
く
ら
て
病
院
勤
務

【
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
】

し
ま
し
た
。
こ
れ
ら
は
異
な
っ
た

「
株
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
別
々
の
環

境
下
で
変
異
し
た
と
考
え
ら
れ
、し

た
が
っ
て
そ
の
特
徴
も
異
な
る
性

質
を
持
っ
て
い
ま
す
。

近
年
で
は
、こ
の
２
つ
の
株
が
日

本
で
感
染
者
数
が
増
加
し
た
原
因

と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。大
き
な
違

い
は
重
症
化
率
と
感
染
力
で
す
。デ

ル
タ
株
は
、し
ば
し
ば
肺
炎
を
き
た

し
、重
症
化
を
起
こ
す
こ
と
が
知
ら

れ
て
い
ま
す
。
一
方
で
、オ
ミ
ク
ロ

ン
株
は
重
症
化
が
比
較
的
少
な
い

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、感
染
力
が

か
な
り
強
く
、感
染
者
を
急
増
す
る

こ
と
が
言
わ
れ
て
い
ま
す
。オ
ミ
ク

ロ
ン
株
に
関
し
て
は
、重
症
化
を
起

こ
し
に
く
い
と
言
わ
れ
て
い
ま
す

が
、起
こ
さ
な
い
わ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
そ
の
た
め
、個
々
の
感
染
対

策
が
重
要
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま

で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に

対
す
る
ワ
ク
チ
ン
は
、m

RN
A

ワ

ク
チ
ン
と
い
う
新
開
発
の
ワ
ク
チ
ン

が
主
で
す
。
当
初
感
染
す
ら
予
防
す

る
効
果
が
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
し

た
が
、
ワ
ク
チ
ン
の
普
及
が
進
ん
だ

昨
今
、
感
染
予
防
と
し
て
の
効
果
は

十
分
で
は
な
い
と
の
デ
ー
タ
も
報
告

さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
重
症
化

を
防
ぐ
と
い
う
観
点
で
は
、
著
し
い

効
果
が
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の

効
果
を
期
待
す
る
意
味
で
も
、
定
期

的
な
ワ
ク
チ
ン
接
種
に
よ
る
ブ
ー
ス

タ
ー
効
果
が
叫
ば
れ
て
い
ま
す
。
こ

れ
は
、
定
期
的
に
抗
原
（
ウ
イ
ル
ス

側
の
要
素
）
を
体
に
取
り
込
ま
せ
る

こ
と
に
よ
り
、
よ
り
強
固
な
免
疫
を

獲
得
す
る
と
い
う
も
の
で
す
。
免
疫

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
つ
い

て
は
、
こ
こ
数
年
で
様
々
な
こ
と
が

発
見
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
中
で

複
数
の
「
株
」
が
発
見
さ
れ
て
お

り
、
現
在
は
10
数
種
類
の
株
が
発
見

さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
株
と
い
う
単

位
は
、
人
間
で
い
う
「
家
系
」
に
相

当
す
る
も
の
で
あ
り
、
ウ
イ
ル
ス
も

ま
た
様
々
な
環
境
へ
感
染
拡
大
を

広
げ
、
様
々
な
変
化
を
遂
げ
る
こ
と

で
、
複
数
の
株
が
生
ま
れ
ま
す
。

２
０
２
１
年
に
か
け
て
致
死
率

の
高
い
δ
（
デ
ル
タ
）
株
が
蔓
延

し
、
多
く
の
死
者
を
出
し
ま
し
た
。

そ
れ
も
落
ち
着
い
て
き
た
タ
イ
ミ

ン
グ
で
、感
染
力
の
非
常
に
強
い
ο

（
オ
ミ
ク
ロ
ン
）
株
が
２
０
２
２
年

に
か
け
て
蔓
延
し
、数
の
暴
力
と
化

反
応
は
長
期
間
の
放
置
で
減
衰
し
て

い
く
こ
と
が
証
明
さ
れ
て
い
て
、
定

期
的
な
ワ
ク
チ
ン
接
種
が
求
め
ら
れ

る
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
は
、
今
後
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
の
予
想
を
す
る
上
で
非
常

に
良
い
モ
デ
ル
と
な
り
得
る
と
思
い

ま
す
。
毎
年
の
変
異
の
存
在
、
複
数

種
類
の
混
合
ワ
ク
チ
ン
の
導
入
、
変

異
株
に
対
す
る
迅
速
な
対
応
（
５
類

感
染
症
か
ら
２
類
感
染
症
へ
の
変
更

な
ど
）、
治
療
薬
の
開
発
、
ど
れ
を

と
っ
て
も
今
後
の
日
本
の
対
応
を
示

唆
す
る
も
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

も
、
多
く
の
人
の
尽
力
、
ま
た
医
学

の
進
歩
に
よ
り
、
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

同
等
の
対
応
が
で
き
る
日
も
近
い
と

信
じ
て
、
皆
さ
ん
の
日
々
の
生
活
に

今
一
度
、
感
染
対
策
を
意
識
し
て
い

た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

「
株
」
と
は

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の

日
本
の
経
過
に
つ
い
て

デ
ル
タ
株
と
オ
ミ
ク
ロ
ン
株

？
よ
く
テ
レ
ビ
等
で
オ
ミ
ク
ロ
ン
株
と
聞
き
ま
す
が
、「
株
」
と
は
何
で
す
か
？
（
62
歳
・
男
性
）

ワ
ク
チ
ン
接
種
と

ブ
ー
ス
タ
ー
効
果

こ
れ
か
ら
の
生
活
に
つ
い
て



後期高齢者
医療制度
　2022年度以降、団塊の世代が75歳以上となり始め、医療費の増大が見込まれています。後期高齢者の医療費のうち、窓口
負担を除いて約４割は現役世代（子や孫）の負担となっており、今後も拡大していく見通しとなっています。
　今回の窓口負担割合の見直しは、現役世代の負担を抑え、国民皆保険制度を未来につないでいくためのものです。

　2022 年（令和４年）10 月１日から、
一定以上の所得のある人（75歳以上の
人等）は、現役並み所得者（窓口負担
割合３割）を除き、医療費の窓口負担
割合が２割になります。
　変更対象となる人は、後期高齢者医
療の被保険者全体のうちの約 20％の人
です。

　2022 年 10 月１日の施行後３年間（2025 年９月 30 日まで）は、２割負担となる人について、１か月の外来医療の
窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を 3,000 円までに抑えます（入院の医療費は対象外）。
※同一の医療機関での受診については、上限額以上窓口で支払わなくてよい取扱い。そうでない場合は、１か月の負担増
を 3,000 円までに抑えるために差額を払い戻します。

　配慮措置の適用で払い戻しとなる場合は、高額療養費として、後日払い戻します。

●問い合わせ　後期高齢者窓口負担割合コールセンター☎（０１２０）００２局７１９番まで▷受付日時＝月曜日から
土曜日の午前９時から午後６時まで（日曜日・祝日は休業）▷開設期間＝令和４年３月末まで（予定）

●窓口負担割合２割の対象となるかどうかは、主に以下の流れで判定します
　世帯の窓口負担割合が２割の対象となるかどうかは、75 歳以上の人（※１）の課税所得（※２）や年金収入（※３）
をもとに、世帯単位で判定します。
　2021 年中の所得をもとに、2022 年９月頃から判定が可能になり、９月頃に被保険者証を送付します。

●窓口負担割合が２割となる人には、負担を抑える配慮措置があります

2022. ３−12

【2022年９月30日まで】

一般所得者等
（※）

現役並み所得者

１割

３割
医療費負担割合区分

一般所得者等
（※）

現役並み所得者

１割

３割
医療費負担割合区分

一定以上
所得のある人 ２割

【2022年 10月１日から】

被保険者全体の
約 20％

※�住民税非課税世帯の人は、基本的に
１割負担となります。

現
役
並
み
の
所
得
者
（
※
４
）
に
該
当
す
る
か

世
帯
内
75
歳
以
上
の
人
（
※
１
）
の

う
ち
課
税
所
得
（
※
２
）
が
28
万
円

以
上
の
人
が
い
る
か

「年金収入（※３）+その他
の合計所得金額（※５）」の
合計が320万円以上か

「年金収入（※３）+その他
の合計所得金額（※５）」が
200万円以上か

世
帯
に
75
歳
以
上
の
人（
※
１
）

が
２
人
以
上
い
る
か

世帯全員が
３割

世帯全員が
１割

世帯全員が
１割

世帯全員が
２割

２割

１割

該当する

該当しない
いる

いない

２人以上

１人だけ
200万円未満

320万円未満

320万円以上

200万円以上

※１　後期高齢者医療の被保険者とは、75歳以上の人（65歳から 74歳で一定の障がいの状態にあると広域連合から認定を
　　受けた人を含む）

※２　課税所得とは、住民税納税通知書の「課税標準」の額（前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除、所得控除（基
　　礎控除や社会保険料控除等）等を差し引いた後の金額）です。

※３　「年金収入」には、遺族年金や障害年金は含みません。
※４　課税所得145万円以上で、医療費の窓口負担割合が３割の人
※５　「その他の合計所得金額」とは、事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額のことです。

一定以上の所得のある人
（75歳以上の人等）の
医療費の窓口負担割合が変わります

令和４年10月１日から変更になります



13− 3. 2022

交
通
事
故
に
遭
っ
た
ら

示
談
の
前
に

必
ず
国
保
に
届
け
出
を

交
通
事
故
な
ど
、
第
三
者
の
行
為

に
よ
っ
て
け
が
を
し
た
場
合
は
、

届
け
出
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、
国

民
健
康
保
険
で
治
療
が
受
け
ら
れ

ま
す
。
国
保
で
治
療
を
受
け
る
と

き
は
、
次
の
こ
と
に
気
を
付
け
て

く
だ
さ
い
。

交
通
事
故
に
遭
っ
た
ら
、
す
ぐ

に
警
察
に
届
け
出
を
し
て
く
だ
さ

い
。
同
時
に
役
場
保
険
健
康
課
国

保
年
金
係
に
も
届
け
出
（
第
三
者

行
為
に
よ
る
傷
病
届
）
を
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
届
け
出
が
な

い
ま
ま
診
療
を
受
け
よ
う
と
し
た

場
合
、「
国
保
が
使
え
ま
せ
ん
。」

と
言
わ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の

で
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

●
必
要
な
も
の　

保
険
証
、
印
か

ん
、
事
故
証
明
書

交
通
事
故
な
ど
第
三
者
か
ら
傷

害
を
受
け
た
場
合
、
そ
の
医
療
費

は
被
害
者
に
過
失
が
な
い
限
り
、

加
害
者
が
全
額
負
担
す
る
の
が
原

則
と
な
っ
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ

て
、
保
険
診
療
を
し
た
場
合
で
も
、

加
害
者
が
負
担
す
る
べ
き
医
療
費

は
、
国
保
が
一
時
立
て
替
え
て
支

払
う
だ
け
で
、
あ
と
で
国
保
が
そ

の
医
療
費
を
被
害
者
に
代
わ
っ
て
、

加
害
者
に
請
求
す
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。

加
害
者
と
被
害
者
の
話
し
合
い

が
つ
い
て
、
示
談
を
取
り
交
わ
し

て
し
ま
う
と
、
そ
の
示
談
で
取
り

決
め
た
内
容
が
優
先
す
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。

そ
う
な
る
と
、
示
談
が
成
立
し

た
後
は
、
加
害
者
に
請
求
で
き
な

く
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
交
通

事
故
で
第
三
者
か
ら
傷
害
を
受
け

た
場
合
は
、
示
談
を
す
る
前
に
、

国
保
の
届
け
出
を
済
ま
せ
て
く
だ

さ
い
。

国
保
税
の
納
め
忘
れ
な
ど
の
あ

る
場
合
は
、
国
保
が
使
え
な
く
な

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
お
気

を
つ
け
く
だ
さ
い
。

警
察
と

役
場
国
保
年
金
係
に

必
ず
届
け
出
を

示
談
を
す
る
と
き
に
は

慎
重
に
し
ま
し
ょ
う

医
療
費
は
加
害
者
が

負
担
し
ま
す

①まず落ち着いて
落ち着きが何より大事。
ショックのあまり冷静
な判断を失ってはなり
ません。

②相手を確認
ナンバー確認のほか、
運転免許証の必要事項
も確かめましょう。

③必ず警察へ連絡を
警察への連絡を忘れて
はいけません。同時に
国保へ届けることも。

④示談は国保へ届け
　出てから
国保で治療を受けたと
きは示談の前に必ず国
保へ連絡。示談は焦っ
てする必要はありませ
ん。

交
通
事
故
は
、

遭
わ
な
い
、

起
こ
さ
な
い
が

第
一
で
す
が
、

万
一
の
た
め
の
心
掛
け
は
、

し
っ
か
り
持
っ
て

お
き
ま
し
ょ
う
。

国
保
税
は

し
っ
か
り
納
め
ま
し
ょ
う

国民健康保険
制度の

解説です  国保の
そこが知りたい

   役場国保年金係☎42局2111番 SupportCOM
MENT



いきいき
健康

だより
くらじの郷保健棟☎42局8812番

健康や各種健診
についての
お知らせですHealth

　令和４年度の総合健診はは５月の開始を予定して
います。各健診対象者への健診案内の送付時期は次
のとおりです。詳細は４月の広報でお知らせします。
● 特定健診の対象者　３月末頃
● 令和３年度にがん検診を受診した人　４月上旬頃
● 後期高齢者健康診査のご案内　４月下旬頃

令和４年度総合健診について

INFORMATION

高齢者肺炎球菌の予防接種
肺炎球菌感染症の発生・重症化予防のため、令和

３年度の定期接種対象者で希望する人は、早めに予
防接種を受けましょう。
● 接種期間　令和４年３月 31 日（木）まで
● 対象者　次のいずれかに該当し、今までに一度も高

齢者肺炎球菌の予防接種を受けたことがない人
①今年度、65 歳、70 歳、75 歳、80 歳、85 歳、90 歳、

95 歳、100 歳になる人
※対象者にはハガキを送付しています。必ず医療機

関に持参してください。
② 60 歳以上 65 歳未満の人は身体障害者手帳１級程

度等で接種を希望する人
● 接種料金　2,500 円
※生活保護受給者は接種料金が無料です。医療機関

に診療依頼書をご提示ください。
● 接種できる医療機関　県内の指定医療機関
※対象者は、直接、医療機関に予約をしてください。
※生年月日を証明できるもの（保険証等）をご持参

ください。
※新型コロナウイルスワクチン接種を予定している

人は、前後２週間の間隔を空けてください。
● 問い合わせ　役場保険健康課健康増進係まで ３月９日～15日は心房細動週間です

脈がバラバラの不整脈、心房細動に注意しましょう。
　心房細動があると、心臓にできた血の塊（血栓）
が脳や頸の動脈につまることによっておこる脳梗塞

（心原性脳塞栓症）になりやすいと言われています。
薬で予防することができますが、心房細動患者の約
半数は無症状であり、脈拍のチェックや心電図検査
によって早期発見・受診することが必要です。
　自覚症状の無い人も手首のあたりに指先を当てて、拍
動を感じるところを見つけて脈をチェックしましょう。
　脈の間隔が不規則な場合、心房細動の疑いがあり
ますので、病院を受診して心電図などの検査を受け
ましょう。
● 脈のとり方　手首の

親指側に人差し指、
中指、薬指の３本を
当てて、拍動を感じ
たら１～２分測って
みましょう

※日本脳卒中協会のホームページ内「心房
細動週間・脈の日」の記事を右記 QR コー
ドよりご覧いただけます。
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新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、今後も事業が中止、または変更となる場合があります。

３月は「自殺対策強化月間」です
卒業や進学、就職や転勤など生活環境の変化が多

い３月は、例年、自殺者数が多くなる傾向にあります。
ちゃんと眠れていますか？うつの症状（気分が沈む、

やる気が出ない、何をしても楽しめないなど）はあり
ませんか？お酒を飲む量が増えていませんか？こころ
のサインに気づいたら、生きるのがつらいと感じたら、
ひとりで悩まずにまずは電話でご相談ください。
● 問い合わせ　ふくおか自殺予防ホットライン（24

時間 365 日対応）☎（０９２）５９２局０７８３
番またはフリーダイヤル（平日午後４時から翌日
午前９時、土日祝日午前９時から翌日午前９時ま
で）☎（０１２０）０２０局７６７番まで

　３月の乳幼児健診は次のとおりです。該当者には
事前に通知をしています。ご確認ください。
● とき　健診の内容によって異なりますので、詳細

は通知（案内）書をご確認ください。
● ところ　総合福祉センター保健棟
● 内容　身体測定・問診・小児科医診察・育児相談・

栄養相談など
※お子さんのことで相談がある人

は、随時個別に対応しますので、
気軽にお問い合わせください。

乳幼児健診・相談

区　分 期　日 対象児

４か月健診 ３月10日（木）令和３年 10 月 14 日から
令和３年 11 月 10 日生まれ

７か月健診
３月24日（木）

令和３年７月 30 日から
令和３年８月 26 日生まれ

12 か月健診 令和３年３月１日から
令和３年３月 31 日生まれ

１歳半健診
３月３日（木）

令和２年８月４日から
令和２年９月３日生まれ

３歳健診 平成 31 年２月４日から
平成 31 年３月３日生まれ



今
月
の
納
税
・
納
付

●
国
民
健
康
保
険
税
︱
第
10
期

分
●
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
︱

第
９
期
分

納
期
限
は
３
月
25
日
（
金
）

で
す
。
納
期
限
を
過
ぎ
る
と

督
促
状
を
送
付
し
ま
す
。
督

促
手
数
料
は
１
通
に
つ
き

１
０
０
円
で
す
。

●
問
い
合
わ
せ　

▽
税
＝
役
場

税
務
住
民
課
収
納
係
▽
保

険
料
＝
役
場
保
険
健
康
課

公
費
医
療
係
ま
で

納
税
・
納
付
は

確
実
な
口
座
振
替
で

個
人
が
納
め
る
町
税
や
保

険
料
は
、
口
座
振
替
に
す
る

と
金
融
機
関
へ
行
く
手
間
が

い
ら
ず
、
納
め
忘
れ
も
な
く

て
安
心
で
す
。
毎
月
15
日
ま

で
に
手
続
き
を
す
れ
ば
翌
月

の
納
付
期
限
か
ら
口
座
振
替

が
で
き
ま
す
。
ど
う
ぞ
ご
利

用
く
だ
さ
い
。
口
座
振
替
依

頼
書
は
町
内
の
金
融
機
関
や

役
場
税
務
住
民
課
・
保
険
健

康
課
等
に
あ
り
ま
す
。

●
必
要
な
も
の　

納
税
通
知

書
、
通
帳
、
通
帳
届
出
印

●
取
引
金
融
機
関　

直
鞍
農

業
協
同
組
合
、
福
岡
ひ
び

き
信
用
金
庫
、
福
岡
銀
行
、

西
日
本
シ
テ
ィ
銀
行
、
ゆ

う
ち
ょ
銀
行

●
振
替
日　

毎
月
25
日
（
金

融
機
関
が
休
み
の
場
合
は

次
の
営
業
日
）

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
税
務

住
民
課
収
納
係
・
保
険
健

康
課
公
費
医
療
係
ま
で

固
定
資
産
税
の
帳
簿
の

縦
覧
は
４
月
25
日
ま
で

自
己
の
所
有
す
る
土
地
や

建
物
の
価
格
を
、
町
内
の
他

の
土
地
や
家
屋
の
価
格
と
比

較
す
る
た
め
、
土
地
や
家
屋

の
価
格
な
ど
が
記
載
さ
れ
た

縦
覧
帳
簿
を
無
料
で
ご
覧
い

た
だ
け
ま
す
。
縦
覧
で
き
る

期
間
や
場
所
は
次
の
と
お
り

で
す
。
な
お
、
令
和
４
年
度

も
固
定
資
産
税
の
課
税
明
細

書
を
納
税
通
知
書
と
一
緒
に

お
送
り
し
ま
す
。

●
と
き　

４
月
１
日
（
金
）

か
ら
25
日
（
月
）
の
午
前

８
時
30
分
か
ら
午
後
５
時

15
分
ま
で（
土
・
日
は
除
く
）

●
と
こ
ろ　

役
場
税
務
住
民

課
賦
課
係
窓
口

●
縦
覧
で
き
る
人　

納
税
義

務
者
、
納
税
義
務
者
の
代

理
人
、
納
税
管
理
人

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
税
務

住
民
課
賦
課
係
ま
で

令
和
３
年
分
の

確
定
申
告
は
ご
自
宅
か
ら

ｅ-

Ｔ
ａ
ｘ
で
送
信
!!

確
定
申
告
に
は
、
ご
自
宅

か
ら
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
等
で

ご
利
用
い
た
だ
け
る
ｅ-

Ｔ

ａ
ｘ
が
大
変
便
利
で
す
。
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
防

止
の
観
点
か
ら
も
、
ぜ
ひ
ご

自
宅
か
ら
ｅ-

Ｔ
ａ
ｘ
を
ご

利
用
く
だ
さ
い
。
確
定
申
告

書
の
作
成
は
、
国
税
庁
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
の
「
確
定
申
告
書

等
作
成
コ
ー
ナ
ー
（https://

w
w

w.keisan.nta.go.jp/kyoutu/
ky/sm

/top#bsctrl 

ま
た
は
下
記
の
Ｑ
Ｒ

コ
ー
ド
）」
を
ご
利

用
く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
税
務

住
民
課
賦
課
係
ま
で

15− 3. 2022

税
金 くく
ら
しのの
情情
報報

Calendar
2022 ３
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

☎ 問い合わせ先 ☎

くらしの情報

●鞍手町役場…42局2111番
　　　（FAX…42局 5693 番）

●中央公民館…42局7200番
●教育課…42局7200番

●歴史民俗博物館…42局3200番
●総合福祉センター…42局8811番
●社会福祉協議会…42局7800番
●地域包括支援センター…43局3019番

●上下水道課…42局0408番
●中央浄水場…42局0417番
●くらて病院…42局1231番
●鞍寿の里…42局1233番
●鞍手駅…42局5563番

●火災の発生状況…32局3211番
●防災無線内容確認…43局1550番

新型コロナワクチンの
　　　　３回目接種について
新型コロナウイルスワクチン接種班からのお知らせ

新型コロナウイルスワクチンの３回目接種の実施について、接種券の発
送や予約受付を下記のとおり予定しています。
● 対象者　令和３年８月１日から令和３年９月 30 日までに２回目のワクチ

ン接種をした 18 歳以上の人
● 使用するワクチン　ファイザー社製及び武田／モデルナ社製
※現在、ファイザー社製ワクチンについては、供給量が少なく、予約数に
応じたワクチン接種をすることが難しい状況です。接種を希望する人は、
供給量が多い武田／モデルナ社製ワクチンの接種をご検討ください。

● 接種券の発送時期　３月４日発送予定
※令和３年 10 月１日以降に２回目のワクチン接種をした人については、接

種ができる時期（２回目接種から６か月後）に順次発送します。
● 予約受付開始日　接種券に同封しているチラシをご覧ください
● 問い合わせ　役場保険健康課新型コロナウイルスワクチン接種班☎４２

局２２２２番まで
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くらしの情報

今
月
の
補
聴
器
相
談
日

３
月
の
補
聴
器
相
談
が
次

の
と
お
り
行
わ
れ
ま
す
。

た
だ
し
、
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
状
況
に

よ
っ
て
、
今
後
の
日
程
が
変

更
ま
た
は
中
止
に
な
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。

●
役
場
で
の
相
談　

▽
と
き

＝
３
月
４
日
（
金
）
午
後

１
時
か
ら
２
時
ま
で
（
九

州
補
聴
器
セ
ン
タ
ー
）
▽
と

き
＝
３
月
10
日
（
木
）
午

前
11
時
か
ら
正
午
ま
で
（
九

州
リ
オ
ン
）
▽
と
き
＝
３

月
23
日
（
水
）
午
後
１
時

か
ら
２
時
ま
で
（
小
倉
補

聴
器
）

※
役
場
の
相
談
で
は
、
受
付
順

の
番
号
札
を
配
布
し
ま
す
。

●
く
ら
て
病
院
で
の
相
談
　

▽
と
き
＝
３
月
３
日
（
木
）

午
後
２
時
か
ら
４
時
30
分

ま
で
（
九
州
リ
オ
ン
）
▽
と

き
＝
３
月
22
日
（
火
）
午

後
２
時
か
ら
４
時
ま
で
（
九

州
補
聴
器
セ
ン
タ
ー
）
▽
と

き
＝
３
月
24
日
（
木
）
午

後
２
時
か
ら
５
時
ま
で
（
あ

そ
う
補
聴
器
）

●
問
い
合
わ
せ
　
役
場
福
祉

人
権
課
福
祉
係
ま
た
は
く

ら
て
病
院
ま
で

社
会
福
祉
協
議
会
の

無
料
法
律
相
談

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
の
感
染
拡
大
防
止
の
た

め
、
３
月
10
日
（
木
）
の
法

律
相
談
は
、
野
中
・
西
村
法

律
事
務
所
へ
の
電
話
相
談
に

変
更
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

お
電
話
で
「
鞍
手
町
社
会
福

祉
協
議
会
の
無
料
法
律
相
談

希
望
」
と
伝
え
れ
ば
、
無
料

で
相
談
を
受
け
付
け
ま
す
。

●
と
き
　
３
月
10
日
（
木
）

▽
受
付
＝
電
話
▽
相
談
＝
午

後
１
時
か
ら
４
時
ま
で

●
連
絡
先　

野
中
・
西
村
法

律
事
務
所
☎
（
０
９
２
）

７
８
１
局
３
７
２
６
番

●
問
い
合
わ
せ
　
社
会
福
祉

協
議
会
ま
で

ひ
と
り
で
悩
む
前
に


心
配
ご
と
相
談
へ
ど
う
ぞ

直
方
法
務
局
の
職
員
、
人

権
擁
護
委
員
、
行
政
相
談
委

員
の
皆
さ
ん
が
、
あ
な
た
の

悩
み
に
お
答
え
し
ま
す
。

※
来
場
す
る
場
合
は
、
マ
ス

ク
等
着
用
の
感
染
予
防
を

お
願
い
し
ま
す
。

●
と
き　

３
月
25
日
（
金
）

▽
受
付
＝
午
後
０
時
45
分

か
ら
▽
相
談
＝
午
後
１
時

か
ら
３
時
ま
で

●
と
こ
ろ
　
総
合
福
祉
セ
ン

タ
ー

●
問
い
合
わ
せ
　
社
会
福
祉

協
議
会
ま
で

ご
家
庭
の

困
り
ご
と
に
つ
い
て

い
っ
し
ょ
に
考
え
ま
す

３
月
の
子
ど
も
支
援
オ

フ
ィ
ス
に
よ
る
巡
回
相
談
を
、

次
の
と
お
り
行
い
ま
す
。

●
と
き
　
３
月
16
日
（
水
）

●
受
付
方
法
（
予
約
制
）　
電

話
ま
た
は
窓
口
に
て
予
約

●
相
談
時
間
　
▽
①
＝
午
後

１
時
か
ら
２
時
30
分
ま
で

▽
②
＝
午
後
２
時
30
分
か

ら
４
時
ま
で

●
と
こ
ろ
　
役
場

●
問
い
合
わ
せ
　
役
場
福
祉
人

権
課
福
祉
係
ま
で

ひ
と
り
親

サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
の

就
業
支
援
・
養
育
費
相
談

ひ
と
り
親
家
庭
の
人
を
対

象
に
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
と
連

携
し
た
就
業
支
援
や
養
育
費

相
談
等
を
行
っ
て
い
ま
す
。

●
就
業
支
援　

就
業
に
つ
い
て

の
ア
ド
バ
イ
ス
や
情
報
提
供

▽
相
談
方
法
＝
来
所
相
談
、

出
張
相
談
（
各
市
町
村
役
場

等
）

●
養
育
費
相
談　

養
育
費
に
関

す
る
こ
と
▽
相
談
方
法
＝

電
話
相
談

●
法
律
相
談　

養
育
費
の
取

り
決
め
や
履
行
確
保
、
遺

産
相
続
な
ど
▽
と
き
＝
３

月
２
日
（
水
）
は
午
後
１

時
か
ら
３
時
ま
で
、
３
月

９
日（
水
）、３
月
23
日（
水
）

は
午
後
６
時
30
分
か
ら
８

時
30
分
ま
で
▽
相
談
方
法

＝
来
所
相
談
（
要
予
約
）

▽
定
員
＝
４
人
（
先
着
順
）

※
新
型
コ
ロ
ナ
感
染
症
の
状
況

に
よ
り
中
止
ま
た
は
変
更
に

な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ　

ひ
と
り
親
サ

ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
飯
塚
ブ
ラ

ン
チ
☎
（
０
９
４
８
）
２
１

局
０
３
９
０
番
ま
た
は
春

日
セ
ン
タ
ー
☎
（
０
９
２
）

５
８
４
局
３
９
３
１
番
ま
で☎

愛犬に
愛情一本

狂犬病予防注射
令和４年度の狂犬病予防注射がはじま

ります。注射の日時と場所は次のとおり
です。集団注射を利用せずにかかりつけ
の獣医師から予防注射を受けた場合は、
役場農政環境課で「注射済票」の交付を
受けてください。この場合、かかりつけ
獣医師が発行する「狂犬病予防注射済証」
と手数料 550 円が必要です。
● 持ってくるもの　問診票（事前に配布

します。また、新規の場合は注射日当日
に問診票をお渡しします）

● 料金　▷注射のみ＝ 3,150 円▷新規登録
＋注射＝ 6,150 円

● とき・ところ

※ 問診票は、３月中旬以降に配布する予
定です。

● 問い合わせ　役場農政環境課生活環境
係まで

と　き ところ

４
月
６
日
（
水
）

　 9：20 ～ 9：35
　 9：45 ～ 9：55
　10：05 ～ 10：20
　10：30 ～ 10：45
　10：55 ～ 11：05
　11：15 ～ 11：25

新延古賀剣神社
泉水公民館
くらじの郷
七ヶ谷入口
神崎公民館
古門公民館

　 13：00 ～ 13：20
　 13：30 ～ 13：40
　 13：50 ～ 14：00
　 14：10 ～ 14：20
　 14：30 ～ 14：45

新北公民館
八尋集会所
八尋神田公民館
神田公民館
室木公民館

４
月
22
日
（
金
）

　 9：20 ～ 9：35
　 9：45 ～ 9：55
　10：05 ～ 10：20
　10：30 ～ 10：45
　10：55 ～ 11：05
　11：15 ～ 11：25

中山本村公民館
上新橋公民館
小牧公民館
大池公民館
本町公民館
城ヶ崎公民館

　 13：00 ～ 13：10
　 13：20 ～ 13：35
　 13：45 ～ 14：05
　 14：15 ～ 14：25

上木月公民館
木月公民館
弥生公民館
中山西区公民館

４
月
25
日
（
月
）

　 9：20 ～ 9：30
　 9：40 ～ 9：50
　10：00 ～ 10：10
　10：20 ～ 10：35
　10：45 ～ 10：55
　11：05 ～ 11：25

猪倉公民館
中山北区公民館
中山南区公民館
い牟田公民館
昭和通り公民館
役場車庫前

相
談
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総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー

ふ
れ
あ
い
棟
の
休
館
日

総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
勤

労
者
ふ
れ
あ
い
棟
（
体
育
館
）

の
３
月
の
休
館
日
は
、
次
の

と
お
り
で
す
。

●
休
館
日　

７
日
（
月
）、
14

日
（
月
）、
20
日
（
日
）、
21

日
（
月
・
祝
日
）、28
日
（
月
）

※
20
日
（
日
）
は
総
合
福
祉

セ
ン
タ
ー
全
館
が
休
館
に

な
り
ま
す

●
問
い
合
わ
せ　

社
会
福
祉

協
議
会
ま
で

町
議
会
の
傍
聴
に
つ
い
て

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
の
拡
大
防
止
の
た
め
、
町
議

会
の
傍
聴
に
つ
い
て
は
、
極
力

ご
遠
慮
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

な
お
、
３
月
定
例
会
の
傍
聴

を
希
望
の
場
合
は
、
次
の
こ
と

に
ご
留
意
願
い
ま
す
。

●
入
場
時　

咳
、
発
熱
や
体

調
不
良
等
の
症
状
が
あ
る

場
合
は
、
傍
聴
を
ご
遠
慮

く
だ
さ
い
。

※
手
指
消
毒
、
マ
ス
ク
着
用

を
お
願
い
し
ま
す
。

●
開
会
時
間　

13
時
。
受
付
開

始
は
12
時

●
定
員　

10
名

●
一
般
質
問　

３
月
７
日（
月
）、

８
日
（
火
）。
た
だ
し
、
一

般
質
問
が
７
日
で
終
了
し

た
場
合
は
、
８
日
は
休
会

●
議
案
質
疑　

３
月
９
日（
水
）

※
今
後
の
感
染
状
況
に
よ
り
、

議
会
日
程
等
を
変
更
す
る
場

合
は
、
随
時
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

等
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ　

鞍
手
町
議

会
事
務
局
（
役
場
内
）
ま
で

統
計
調
査
員
と
し
て

働
い
て
み
ま
せ
ん
か

登
録
の
方
法
は
次
の
と
お

り
で
す
。
な
お
、
登
録
し
て

も
必
ず
選
任
さ
れ
る
と
は
限

り
ま
せ
ん
。

●
登
録
方
法　

登
録
申
請
書

に
写
真
を
貼
っ
て
必
要
事
項

を
記
入
し
、
役
場
政
策
推
進

課
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
提
出
す
る
際
は
、
本

人
を
確
認
で
き
る
も
の
を
お

持
ち
く
だ
さ
い
（
郵
送
で
提

出
す
る
場
合
は
、
本
人
を
確

認
で
き
る
も
の
の
写
し
を
同

封
し
て
く
だ
さ
い
）。
登
録

申
請
書
は
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る

か
、
役
場
政
策
推
進
課
で
受

け
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
政
策

推
進
課
政
策
係
ま
で

町
営
住
宅
の
入
居
者
を

募
集
し
ま
す

次
の
と
お
り
町
営
住
宅
の

入
居
者
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

●
案
内
書
配
布
期
間
及
び
申
込

受
付
期
限　

３
月
16
日（
水
）

の
午
後
５
時
15
分
ま
で

●
募
集
住
宅　

幸
ノ
浦
団
地

改
良
住
宅
（
鞍
手
郡
鞍
手

町
大
字
八
尋
１
５
２
９
番

地
１
ま
た
は
鞍
手
郡
鞍
手

町
大
字
八
尋
１
６
１
０
番

地
１
）

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
建
設

課
建
築
係
ま
で

県
営
住
宅
の

入
居
者
を
募
集
し
ま
す

福
岡
県
住
宅
供
給
公
社
で

は
次
の
と
お
り
、
県
営
住
宅

の
入
居
者
を
募
集
し
ま
す
。

●
募
集
案
内
配
布　

福
岡
県

住
宅
供
給
公
社
筑
豊
管
理

事
務
所
直
方
出
張
所
、
役

場
建
設
課
な
ど
で
配
布
し

ま
す
。（
３
月
31
日
（
木
）

か
ら
）

●
申
込
締
切　

４
月
15
日（
金
）

●
問
い
合
わ
せ　

福
岡
県
住

宅
供
給
公
社
県
営
住
宅
管

理
部
管
理
課
☎
（
０
９
２
）

７
８
１
局
８
０
２
９
番
ま
で

お
知
ら
せ

令和４年度任用　会計年度任用職員募集

働いてみませんか。働いてみませんか。
会計年度任用職員制度会計年度任用職員制度

町では、令和４年４月１日から任用する会計
年度任用職員を募集しています。詳しくは募集
案内をご覧ください。
● 募集案内配布場所　役場総務課人事法制係で

配布しています。また、町ホームページから
ダウンロードすることもできます。

● 任用期間　令和４年４月１日から令和５年３
月 31 日まで　

※ 在 任 中 に 翌 年 度 の 募 集 に 応 募 し た 場 合、 
選考の結果により再度任用を行う場合があり
ます。

● 勤務条件　報酬や勤務時間などは職種によって
異なります。詳しくは募集案内をご覧ください。

● 問い合わせ　役場総務課人事法制係まで

住民税非課税世帯に対する住民税非課税世帯に対する
臨時特別給付金のご案内臨時特別給付金のご案内

住民税非課税世帯等の皆さんへ
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金

（１世帯あたり 10 万円）は、住民税非課税世帯や
令和３年１月以降に新型コロナウイルス感染症の
影響で家計急変のあった世帯を支援する新たな給
付金です。給付金を受給するためには、手続きが
必要です。
● 支給額　１世帯あたり 10 万円
● 支給時期　３月下旬より支給予定
● 対象者と申請の有無　支給対象①と②は重複

して受給できません。また、世帯全員が住民
税課税者に扶養されている世帯は支給対象外
です。

● 問い合わせ　役場福祉人権課福祉係まで

支給対象① 支給対象②

支
給
要
件

世帯の全員が令和３年
度「住民税が非課税」の
世帯

令和３年１月以降の収入が
新型コロナウイルス感染症
の影響で減少し「住民税非
課税相当」の収入となった
世帯

申
請
の
有
無

確認書を送付しますの
で、返送してください。
令和３年12月10日時点
で住民票のある市町村
から確認書が届きます。

申請が必要です。申請時点
で住民登録のある市町村に
申請してください。申請書
は町のホームページからダ
ウンロードできます。
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国
民
健
康
保
険
か
ら

社
会
保
険
へ
加
入

14
日
以
内
に
必
ず
届
出
を

国
民
健
康
保
険
に
加
入
し

て
い
る
世
帯
の
全
員
、
ま
た

は
そ
の
一
部
の
人
に
異
動
が

あ
っ
た
場
合
、
14
日
以
内
に

役
場
へ
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

届
け
出
を
忘
れ
た
り
、
遅
れ

た
り
す
る
と
後
で
医
療
費
を

返
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場

合
が
あ
り
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
保
険

健
康
課
国
保
年
金
係
ま
で

75
歳
に
な
る
前
に

後
期
高
齢
者
医
療
に

加
入
で
き
ま
す

一
定
の
障
が
い
が
あ
る

65
歳
以
上
74
歳
以
下
の
人
は
、

申
請
す
る
と
後
期
高
齢
者
医

療
制
度
に
加
入
で
き
ま
す
。

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
被

保
険
者
に
な
る
か
な
ら
な
い

か
に
よ
り
、
加
入
す
る
医
療

保
険
、
保
険
料
、
一
部
負
担

割
合
な
ど
が
異
な
り
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
保
険
健

康
課
公
費
医
療
係
ま
で

後
期
高
齢
者
医
療
に

加
入
し
て
い
る
皆
さ
ん

入
院
す
る
と
き
や

高
額
な
外
来
診
療
は

前
も
っ
て
手
続
き
を

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に

加
入
し
て
い
る
人
で
、
世
帯
員

全
員
が
住
民
税
非
課
税
の
場

合
、
入
院
し
た
と
き
の
食
事
代

や
入
院
、
外
来
診
療
で
の
窓
口

負
担
額
が
自
己
負
担
限
度
額

ま
で
で
済
む
限
度
額
適
用
認
定

証・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証

を
発
行
し
ま
す
。
ま
た
、
窓
口

負
担
が
３
割
で
、
課
税
所
得
が

６
９
０
万
円
未
満
の
被
保
険
者

が
い
る
場
合
に
は
限
度
額
適
用

認
定
証
を
発
行
し
ま
す
。
こ
の

認
定
証
は
、
申
請
し
た
月
の
１

日
か
ら
し
か
使
え
ま
せ
ん
の
で
、

入
院
ま
た
は
高
額
な
外
来
診
療

が
決
ま
っ
た
と
き
は
前
も
っ
て

交
付
の
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ

い
。
す
で
に
認
定
証
を
持
っ
て

い
る
場
合
は
、
記
載
さ
れ
て
い

る
有
効
期
限
ま
で
外
来
診
療
に

も
使
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

●
申
請
に
必
要
な
も
の　
　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の

保
険
証

●
申
請
・
問
い
合
わ
せ　
　

役
場
保
険
健
康
課
公
費
医

療
係
ま
で

夜
間
透
析
の
通
院
に
か
か
る

交
通
費
を
一
部
助
成
し
ま
す

仕
事
等
の
理
由
で
夜
間
に

人
工
透
析
を
受
け
て
い
る
人

に
対
し
、
通
院
に
よ
る
交
通

費
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

●
対
象
者　

身
体
障
害
者
手

帳
の
交
付
を
受
け
て
お
り
、

夜
間
透
析
（
治
療
開
始
時

間
が
午
後
５
時
以
降
）
の
回

数
が
ひ
と
月
５
回
以
上
の
人

（
所
得
制
限
や
通
院
距
離
な

ど
支
給
要
件
が
あ
り
ま
す
）

●
給
付
金
額　

月
額
２
千
円

（
後
期
分
令
和
３
年
10
月
か

ら
令
和
４
年
３
月
ま
で
）

●
申
請
期
限　

３
月
31
日（
木
）

●
手
続
き
・
問
い
合
わ
せ　

役

場
福
祉
人
権
課
福
祉
係
ま
で

不
妊
治
療
費
助
成
事
業

終
了
の
お
知
ら
せ

平
成
29
年
度
か
ら
実
施
し

て
い
ま
し
た
不
妊
治
療
費
助

成
事
業
は
、
治
療
の
保
険
適

応
に
伴
い
令
和
３
年
度
で
終

了
し
ま
す
。
令
和
３
年
度
に

治
療
を
行
い
、
申
請
を
し
て

い
な
い
人
は
申
請
期
限
ま
で

に
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

●
申
請
期
限　

３
月
31
日（
木
）

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
保
険

健
康
課
健
康
増
進
係
ま
で

自
衛
官
採
用
試
験
を

行
い
ま
す

自
衛
隊
福
岡
地
方
協
力
本

部
飯
塚
地
域
事
務
所
で
は
、

次
の
と
お
り
自
衛
官
等
採
用

試
験
を
行
い
ま
す
。

●
第
１
回
一
般
曹
候
補
生
▽
と

き
＝
５
月
21
日
（
土
）
▽
受

付
締
切
＝
５
月
10
日
（
火
）

▽
資
格
＝
日
本
国
籍
を
有
す

る
18
歳
か
ら
32
歳
ま
で
の
者

●
第
１
回
自
衛
官
候
補
生
▽

と
き
＝
５
月
21
日
（
土
）
▽

　 休日の夜間の体調不良は
急患センターへ

● 問い合わせ　直鞍急患センター
☎２８局２８４０番まで

診療日 診療科目
土曜・日曜・祝日

午後６時から11時まで
小児科
内　科

第２、第４日曜
午前９時から午後６時まで 小児科

診療時間は、午前９時から午後５時までで
す。休日在宅医は、変更になることもあり
ますので、事前に電話でご確認ください。

休日
在宅医

直方鞍手医師会ホームページよりご確認
いただけます。
http://chokuan-medical.jp/
touchoku/touchoku.cgi

　

のおおがた警警察署だよより

町内の
交通事故
発生状況

【１月中】 【累　計】
件 数 4 件（－13） 件 数 4 件（－13）

死 者 00人（±10） 死 者 220人（±10）

傷 者 7 人（－11） 傷 者 7 人（－11）

直方警察署管内での犯罪発生状況
【１月中】 【累　計】

刑法犯総数 47 件（+  4） 刑法犯総数 47 件（+  4）

自転車盗難 4 件（－ 1） 自転車盗難 4 件（－ 1）

万引き 0 9 件（+ 2） 万引き 0 9 件（+ 2）

空き巣 0  9 件（+ 7） 空き巣 0  9 件（+ 7）

（かっこ内は前年比）

寒さが厳しくなると水道管が凍結して
破裂する恐れがあります。露出した水道
管には保温チューブを巻く、寝る前に糸
が引く程度で水を流したままにする、メー
ターボックス内には、ビニール袋に布や
新聞紙をまるめたものを詰めると凍結の
予防になります。水道管が凍って水が出
なくなった場合は、ぬるま湯をゆっくり
かけてください。熱湯をかけると、かえっ
て破損してしまう恐れがあります。

万一、宅地内で水道管が破裂した場合
は、止水栓を回して水を止め、指定給水
装置工事店に依頼し、修繕することにな
ります。なお、費用については、お客様
のご負担となります。
●問い合わせ　役場上下水道課上水道工

務係まで

凍結した水道管に熱湯は「厳禁�」

水道管の凍結に
備えましょう

（図１） （図２）

（かっこ内は前年比）

● とき　３月９日（水）
午前 10 時から午後
４時まで（受付は午
後３時まで）

● ところ　中間市役所別館
● 問い合わせ　福岡県交通事故相談所
　☎（０９２）６４３局３１６８番まで

巡回
交通事故

相談



受
付
締
切
＝
５
月
10
日（
火
）

▽
資
格
＝
日
本
国
籍
を
有
す

る
18
歳
か
ら
32
歳
ま
で
の
者

※
試
験
に
関
す
る
詳
細
は
、

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ　

自
衛
隊
飯
塚

地
域
事
務
所
☎（
０
９
４
８
）

２
２
局
４
８
４
７
番
ま
で

福
岡
県

障
が
い
者
ス
ポ
ー
ツ
大
会

開
催
の
お
知
ら
せ

障
が
い
の
あ
る
人
が
、
ス

ポ
ー
ツ
に
参
加
す
る
こ
と
を

通
じ
て
県
民
の
障
が
い
に
対

す
る
理
解
を
深
め
、
障
が
い

者
ス
ポ
ー
ツ
の
普
及
・
振
興

を
目
的
と
し
た
ス
ポ
ー
ツ
大

会
が
開
催
さ
れ
ま
す
。

●
対
象
者　

令
和
４
年
４
月

１
日
現
在
、
13
歳
以
上
の

人
で
、
障
が
い
者
手
帳
を

持
っ
て
い
る
人

※
療
育
手
帳
、
精
神
障
害
者

保
健
福
祉
手
帳
を
持
っ
て

い
な
い
人
も
参
加
で
き
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

●
参
加
競
技　

陸
上
競
技
、

ア
ー
チ
ェ
リ
ー
、
卓
球
等

●
申
込
期
限　

３
月
７
日（
月
）

ま
で

※
詳
細
に
つ
い
て
は
、
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
福
祉

人
権
課
福
祉
係
ま
で

３
月
は

介
護
予
防
サ
ポ
ー
ト

ポ
イ
ン
ト
事
業
の

申
請
月
で
す

ふ
っ
く
ら
く
ら
て
サ
ポ
ー

ト
ポ
イ
ン
ト
手
帳
を
お
持
ち

の
人
は
、
令
和
３
年
度
に
貯

め
た
ポ
イ
ン
ト
を
申
請
し
ま

し
ょ
う
。

●
申
込
方
法　

申
請
書
と
ふ
っ

く
ら
く
ら
て
サ
ポ
ー
ト
ポ
イ

ン
ト
手
帳
を
地
域
包
括
支
援

セ
ン
タ
ー
に
郵
送
ま
た
は
提

出
●
申
込
期
限　

３
月
31
日（
木
）

●
申
請
書
の
配
布
場
所　

地
域

包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
窓
口
、

役
場
福
祉
人
権
課
高
齢
者

支
援
係
窓
口
ま
た
は
町
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド

※
個
別
案
内
は
し
ま
せ
ん
。
各

自
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

※
申
請
し
な
か
っ
た
ポ
イ
ン
ト

は
翌
年
度
に
繰
越
で
き
ま

せ
ん
。

※
申
請
書
不
備
の
場
合
は
、

申
請
が
無
効
に
な
り
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ　

地
域
包
括

支
援
セ
ン
タ
ー
☎
４
３
局

３
０
１
９
番
ま
で

ル
ー
ル
を
守
ろ
う
�

野
焼
き
は
法
律
で

禁
止
さ
れ
て
い
ま
す

「
野
焼
き
」
と
は
、
家
庭
ご

み
や
せ
ん
定
し
た
枝
な
ど
を

屋
外
で
焼
却
す
る
こ
と
を
い

い
ま
す
。
そ
の
ま
ま
積
み
上
げ

て
燃
や
し
た
り
、
穴
を
掘
っ
て

燃
や
し
た
り
す
る
ほ
か
、
ド
ラ

ム
缶
な
ど
の
簡
易
な
構
造
の

焼
却
炉
を
使
用
し
て
燃
や
す

こ
と
も
野
焼
き
と
同
じ
扱
い

に
な
り
ま
す
。
野
焼
き
は
、「
廃

棄
物
の
不
適
正
な
処
理
の
防

止
」「
周
辺
地
域
の
生
活
環
境

に
与
え
る
影
響
」
か
ら
原
則

禁
止
さ
れ
、
罰
則
の
対
象
と

な
っ
て
い
ま
す
。
近
隣
に
住
む

人
へ
迷
惑
を
か
け
な
い
た
め
に

も
野
焼
き
は
や
め
ま
し
ょ
う
。

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
農
政
環

境
課
生
活
環
境
係
ま
で

ご
み
の
不
法
投
棄
、

ポ
イ
捨
て
は
犯
罪
で
す

不
法
投
棄
と
は
、
廃
棄
物

を
適
正
に
処
理
せ
ず
道
路
や

空
き
地
等
に
捨
て
る
行
為
で

す
。
空
き
缶
、ガ
ム
の
包
み
紙
、

た
ば
こ
の
吸
い
殻
な
ど
軽
微

な
ご
み
の
ポ
イ
捨
て
も
不
法

投
棄
に
な
り
ま
す
。

町
内
で
も
夜
間
、
人
目
に

つ
き
に
く
い
場
所
や
道
路
沿

い
、
農
地
や
水
路
、
荒
廃
地

な
ど
に
不
法
投
棄
、
ポ
イ
捨

て
が
発
生
し
て
い
ま
す
。
町

で
は
、
啓
発
看
板
の
設
置
や

警
察
と
連
携
し
て
パ
ト
ロ
ー

ル
を
行
う
な
ど
不
法
投
棄
の

防
止
に
努
め
て
い
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
農
政

環
境
課
生
活
環
境
係
ま
で

次
の
方
か
ら
香
典
返
し
を
い

た
だ
き
ま
し
た
。
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
（
か
っ
こ
内
は

故
人
。
故
人
敬
称
略
）。

●
く
ら
て
病
院
へ

▽ 

中
西
由
紀
子
様
＝
新
北
（
源

吾
）

くらしの情報

19− 3. 2022

町では、次のとおり技能習得資金を貸与します。
● 利用できる人　専修学校及び各種学校に経

済的な理由で就学することが困難な、中学
校・高等学校の新規卒業者及び当該年度の
高等学校中退者

● 受付期間　３月１日（火）から５月10日（火）
まで

● 申し込み・問い合わせ　貸与事業の対象とな
る学校など詳細は教育課生涯学習係まで

● 利用できる人　①町内に引き続き２年以上
居住する人で、高校や大学の学費の支払い
が困難な人②日本学生支援機構などの他団
体から奨学金の貸与または給付を受けてい
ない人③世帯の収入が一定基準以下の人（基
準は世帯構成によって異なります）　

※鞍手町居住の連帯保証人が２人必要（１人
は父母などの保護者、１人は別世帯の代理
弁済能力があると認められる人）

● 奨学金貸付額（月額）　▷公立高校＝11,000
円▷私立高校・高専＝15,000 円▷公立大学＝
20,000 円▷私立大学＝25,000 円

● 入学支度金貸付額　▷高校・高専＝ 40,000
円▷大学・短大＝ 50,000 円

● 返済期間　卒業６か月後から返済開始▷高
校＝４年以内▷短大＝３年以内▷大学＝６
年以内

● 申込期限　３月 31 日（木）まで（申請書
は教育課学校教育係で配布します。なお、
添付していただく書類がありますので、早
めの手続きをお願いします）

● 問い合わせ　教育課学校教育係まで

若年者専修学校等技能習得資金（無利息）

鞍手町奨学金（無利息）

あなたの学習意欲を
応援します

セレモニー・ホール

鞍心館
◆信頼・・・３５年以上のの経験！
◆真心・・・心のこもったお葬儀を！
◆安心・・・無理のないプランを！あん　　しん　　かん

鞍手町小牧2084-1（旧ダイヤブック）

（有）花六葬儀社
問合せ先

鞍手町大字中山3024-42（昭和通り）

0 1 2 0 - 4 1 - 8 7 6 9

※入会金（1万円）のみの
　　『鞍心会員』募集中！！

セレモニー・ホール

鞍心館
◆信頼・・・３５年以上のの経験！
◆真心・・・心のこもったお葬儀を！
◆安心・・・無理のないプランを！あん しん かん

鞍手町小牧2084-1（旧ダイヤブック）

（有）花六葬儀社
問合せ先

鞍手町大字中山3024-42（昭和通り）

0 1 2 0 - 4 1 - 8 7 6 9

※入会金（1万円）のみの
『鞍心会員』募集中！！

40

愛の
贈
り
も
の



広報くらて 印刷●社会福祉法人  福岡コロニー

●町の人口・１月の人の動き

令和４年３月号  No.747

・人口　15,337 人
・男性　 7,277 人
・女性　 8,060 人
・世帯数  7,403 世帯

（令和４年１月 31 日現在）

・出生  7 人
・死亡  28 人
・転入  41 人
・転出    27 人

FUKUOKA

KURATE  TOWN

編集●広報委員会
発行●鞍手町

総合福祉センター利用の予約は
地域包括支援センターへお願いします

　　事務所の入れ替えに伴い、令和４年３月22日（火）
からの総合福祉センター（くらじの郷）を利用する場
合の予約や問い合わせは、地域包括支援センターで受
け付けます。なお、インターネットによる予約はこれ
までどおり利用できます。
●センター予約・問い合わせ　▷３月 22 日（火）か
ら＝地域包括支援センター☎４２局８８１１番まで

■鞍手町役場
　〒807－1392  福岡県鞍手郡鞍手町大字中山3705番地
　電話（0949）42 局 2111番／ファックス（0949）42 局 5693番
■鞍手町ホームページアドレス
　パソコンから　https://www.town.kurate.lg.jp
　携帯電話から　https://www.town.kurate.lg.jp/mobile
■鞍手町フェイスブックアドレス
　パソコン・携帯電話から　https://ja-jp.facebook.com/town.kurate
■鞍手町 LINE　@kurate

３月の行事カレンダー 
日 曜日 行事内容

1 火

2 水

3 木 １歳半健診・３歳健診（総合福祉センター、14 ページ参照）
補聴器相談（くらて病院：14 時～ 16 時 30 分、16 ページ参照）

4 金 補聴器相談（役場：13 時～ 14 時、16 ページ参照）

5 土

6 日

7 月

8 火

9 水

10 木
４か月健診（総合福祉センター、14 ページ参照）
無料法律相談（電話相談：13 時～ 16 時、16 ページ参照）
補聴器相談（役場：11 時～ 12 時、16 ページ参照）

11 金

12 土

13 日

14 月

15 火 町確定申告会場期限

16 水 町営住宅入居者申込受付期限（役場：17 時 15 分まで、17 ページ参照）

17 木

18 金

19 土

20 日

21 月 春分の日

22 火 補聴器相談（くらて病院：14 時～ 16 時、16 ページ参照）

23 水 補聴器相談（役場：13 時～ 14 時、16 ページ参照）

24 木 ７か月健診・12か月健診（総合福祉センター、14 ページ参照）
補聴器相談（くらて病院：14 時～ 17 時、16 ページ参照）

25 金
介護予防運動教室申込期限（地域包括支援センター、８ページ参照）
国民健康保険税（第 10 期分）、後期高齢者医療保険（第９期分）納
期限（15 ページ参照）
心配ごと相談（総合福祉センター：13 時～ 15 時、16 ページ参照）

26 土

27 日

28 月

29 火

30 水

31 木
不妊治療費助成事業申請期限（役場：19 時まで、18 ページ参照）
介護予防サポートポイント申請期限（地域包括支援センター、19 ペー
ジ参照）
鞍手町奨学金申込期限（19 ページ参照）

地域包括支援センターと地域包括支援センターと
社会福祉協議会の事務所が社会福祉協議会の事務所が
入れ替わります入れ替わります

地域包括支援センターと社会福祉協議会の
事務所が入れ替わります

　　令和４年４月１日（金）から総合福祉センター（く
らじの郷）の管理運営業務は、鞍手町地域包括支援セ
ンターが行う予定です。そのため、令和４年３月 22
日（火）から鞍手町地域包括支援センターと鞍手町社
会福祉協議会それぞれの事務所を入れ替えて業務を行
いますのでご注意ください。
　なお、この事務所の入れ替えによる電話番号等の変
更はありません。
●問い合わせ　▷地域包括支援センター＝☎４３局
３０１９番▷社会福祉協議会＝☎４２局７８００番まで

■ ３月 22 日（火）から 総合福祉センター管理棟

地域包括
支援センター

ロビー

ホール

社会福祉協議会
▲入口


